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秘密保全法は市民にどのような影響を与えるか 
2013/6/20 かながわ市民オンブズマン学習会 

全国市民オンブズマン連絡会議 

NPO 法人 情報公開市民センター 内田隆 
 

１.秘密保全法とは 

 １）２０１１年８月 有識者会議が報告書発表  

法案は秋にも提出と安倍首相が明言 

 ２）キーワードは特定秘密 

   指定  情報公開の対象外 

   漏らす 処罰（最高懲役１０年） 

   扱う人 人的管理（調査） 

 ３）特定秘密とは 

  「厳格な保全措置の対象とする、特に秘匿を要する秘密」 

   ①国の安全 

   ②外交 

   ③公共の安全及び秩序の維持 

 ４）特定秘密を決めるのは政府 

   政府に都合が悪い情報は「特定秘密」に 

 ５）曖昧な特定秘密と、曖昧な秘密漏えいの罪 

 ６）人的管理の対象と、項目 

   人的管理の対象は扱う公務員だけではない 

   マイナンバー利用か？ 

 ７）立法事実はあるか？ 

 ８）法案が出てきた背景 

   ・日米軍事同盟の強化 ・日本版 NSC 

   ・警察等内部告発や情報ネット流出 

 ９）こんな社会に 

 
２.市民にとっての秘密保全法の２つのリスク 

 １）非公開リスク 

   具体例：原発情報 現状：後に明らかになれば政権批判可能 

 ２）圧力リスク 

   防衛庁情報公開者リスト 

   警察裏金 

   市民団体参加者 

 ３）全国市民オンブズマン ２０年を振り返る 

 

３．愛知の取り組み 

 １）NPO 法人 情報公開市民センター 

   秘密保全法法令協議 情報公開訴訟 

 ２）秘密保全法に反対する愛知の会 

 

４．今後に向けて 

 ・広く秘密保全法の問題点を知らせる 

・秘密保全法より情報公開法改正を 

情報公開の重要性をもっと広く知らせ、情報公開制度を活用しよう 
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秘密保全法は市民に
どのような影響を与えるか

２０１３.６．２０ at開港記念会館

かながわ市民オンブズマン学習会
全国市民オンブズマン連絡会議
NPO法人情報公開市民センター 事務局 内田隆

曖昧な特定秘密と
曖昧な秘密漏えいの罪

特定秘密といわれる部分

＊どの部分の情報を漏えいしたら処罰されるのか
＊処罰される行為は何なのか
→二重の意味でわからない。

本当の秘密

この辺
曖昧

曖昧な部分
↑処罰されるといけないので（過失も含む）

公開しないし、取材も控える

特定秘密といわれる部分
↑本来公開されなければならないところも
公開されないし、取材も控える

↓

知る権利の死滅

●わからないとどうなるか
こんな社会に

政府の都合のよい

情報だけが流通し、

秘密を漏らす市民を

政府が監視する社会

市民にとっての
秘密保全法の２つのリスク

１．非公開リスク

「公共の安全」を理由に特定秘密に指定

→非公開

２．圧力リスク
市民活動への監視

非公開リスク

現在
秘密保全法が

できたら

３号４号で
☓

特定秘密指定
☓

５号６号で
☓

特定秘密指定

+４号 ☓

防衛・外交・
公共の安全

審議検討・
事務事業

上記以外 開示
○

特定秘密指定
４号 ☓
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SPEEDI情報隠し

SPEEDIは動いて

いたにも関わらず、
「国民に無用な
混乱を招く」として
３月２３日初公表

原発事故「最悪のシナリオ」

内閣府原子力委員会委員長

２０１１年１２月発覚

２．圧力リスク

・内部告発募集→そそのかし？

・「特定秘密」と知らずに得た情報を元に追及

→当局が「どこから情報を得たか聞きたい、

パソコン見せてほしい」

→内部告発者との接触の有無を監視

市民活動への圧力
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全国市民オンブズマン連絡会議

過去２０年の活動に照らして

リスクアセスメントを行い、

９月７日（土）８日（日）京都で行う

全国大会で発表予定

全国オンブズ ２０年 ①

１９９４年 全国オンブズ設立

１９９５年 官官接待

１９９６年 カラ出張 談合

１９９７年 情報公開度ランキング

１９９８年 議員野球大会

１９９９年 塩漬け土地

２０００年 包括外部監査発表

全国オンブズ ２０年 ②

２００１年 情報公開法施行

２００２年 監査委員政務調査費

防衛庁リスト

２００３年 過去オンブズ１０年 談合

２００４年 警察裏金

２００５年 情報公開度ランキング１０年

２００６年 指定管理者

２００７年 政務調査費

全国オンブズ ２０年 ③

２００８年 議会改革

２００９年 道路予算

２０１０年 予算編成過程透明度

２０１１年 震災・復興

２０１２年 原発

２０１３年 議会 秘密保全法

NPO法人 情報公開市民センターの
取り組み

有識者会議（Ｈ２３年１月〜）

議事録作成せず。
＊立法は官僚が主導

＊ちなみに、現在の秘密保全体制は

別表の通り

→では・官僚が検討している法案と

・議論の中身を

情報公開請求してみよう！

法
案
・
協
議
内
容

全
部
非
公
開



4

法令協議の状況

内閣情報
調査室

関係各省庁

内
閣
法
制
局法

案
の
提
示

回
答

意
見
・
質
問

法案の提示

H24.4までに

２６回審査

協議回数
調査

内閣情報調査室と
協議先の機関（回数）

警察庁 ２５回 外務省 １８回

内閣官房 １２回 防衛省 １１回

公安調査庁 ５回 経済産業省 ４回

法務省 ３回 海上保安庁 ３回

→警察庁が熱心

内閣法制局との審議項目
13回 秘密の指定 指定権の所在及び指定の

効果、 並びに指定の調整について

９回 人的管理

・調査事項について ・同意の取得について

・■■■■■■■■

・適正評価の思想・良心及び信教の自由との

関係について

・適正評価と法の下の平等との関係について

秘密保全法に反対する愛知の会

・弁護士・市民団体・労働組合などが集まり

２０１２年４月２日結成

・独自学習会・講師派遣は３０回以上

・月２回の街頭宣伝活動

・ニュース「極秘通信」発行

・ブログ、ツイッターを活用

http://nohimityu.exblog.jp/

@himitsu_control



国家公務員法第109条第12号・第111条、
外務公務員法第３条・第27条、自衛隊法
第118条第１項第１号・第２項、地方公務
員法第60条第２号・第62条）

② 漏えいの企て、命令、故意の容認、
そそのかし、ほう助

【１年以下の懲役又は50万円（国家公
務員法以外は３万円）以下の罰金】

－

－

① 職務上知ることのできた秘密を漏ら
した者

【１年以下の懲役又は50万円（国家公
務員法以外は３万円）以下の罰金】

職務上知ることのできた秘密

（国家公務員法等）

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協
力及び安全保障条約第六条に基づく施
設及び区域並びに日本国における合衆
国軍隊の地位に関する協定の実施に伴
う刑事特別法第６条・第７条

③ ①・②の陰謀・教唆・せん動

【５年以下の懲役】

② 合衆国軍隊の安全を害すべき用途
に供する目的又は不当な方法による
探知・収集

【10年以下の懲役】

－

① 通常不当な方法によらなければ探
知・収集できないものの漏えい

【10年以下の懲役】

合衆国軍隊の機密（刑事特別法）

⑦ ①・②の漏えいの陰謀・教唆・せん動

【５年以下の懲役】

⑧ ⑥の探知・収集の陰謀・教唆・せん動

【５年以下の懲役】

⑨ ③の漏えいの陰謀・教唆・せん動

【３年以下の懲役】

③ 防衛秘密を取り扱うことを業務とす
る者による漏えいの共謀・教唆・せん
動

【３年以下の懲役】

周
辺
的
行
為

⑥ 我が国の安全を害すべき用途に供
する目的又は不当な方法による探知・
収集

【10年以下の懲役】

－

探
知
収
集

④ 特別防衛秘密を取り扱うことを業務と
する者

【２年以下の禁固又は５万円以下の罰
金】

⑤ ④以外で業務により特別防衛秘密を
知得・領有した者

【１年以下の禁固又は３万円以下の罰
金】

② 防衛秘密を取り扱うことを業務とす
る者

【１年以下の禁固又は３万円以下の罰
金】

過
失
犯

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保
護法第３条～第５条

自衛隊法第122条

根
拠

① 我が国の安全を害する目的

【10年以下の懲役】

② 特別防衛秘密を取り扱うことを業務と
する者

【10年以下の懲役】

③ ①・②以外の者

【５年以下の懲役】

① 防衛秘密を取り扱うことを業務とす
る者

【５年以下の懲役】漏
え
い

特別防衛秘密（ＭＤＡ法）防衛秘密（自衛隊法）

我が国の秘密保全に関する現行法制 ④
資料６－４





秘密保全法案　内閣情報調査室が内閣法制局に提出した資料の項目一覧
（２０１１年８月-２０１２年３月２６日）

大項目 項目
13回 秘密の指定 指定権の所在及び指定の効果、並びに指定の調整について

調査事項について
同意の取得について
■■■■■■■■
適正評価の思想・良心及び信教の自由との関係について
適正評価と法の下の平等との関係について

８回 人的管理 適正評価の対象外とする者について
7回 人的管理 実施権者について

適性評価制度の法制化について
特別秘密を取り扱う者がこれを漏らすおそれと調査すべき事項の関係につい
結果の通知について
適正評価の実施への不同意等を理由とした不利益な取扱いの禁止について

５回 罰則 刑事裁判手続における特別秘密の立証方法について
総論 秘密保全法制の必要性及びその具体的内容について
人的管理 公私の団体への照会について
その他 本法制の附則において内閣法の一部を改正することについて
条文案 適性評価調査票（イメージ）
秘密の指定 他の行政機関等における特別秘密の取扱いの業務について

「適性」という語を用いることについて
適性評価の実施以外の目的での個人情報の利用・提供の制限について
適性評価の代替措置について（■）

条文案 適正評価の調査事項等の条文イメージ
総論 ■

指定の解除の調整について
合議制の行政機関における特別秘密の指定及び管理について
評価の観点と調査事項の関係について
適性評価の見直し時期について
行政機関の長等が自らの適性を評価する制度設計の合理性について

罰則
漏えいの教唆及び特定取得行為を処罰することと報道機関の取材の自由と
の関係について
自衛隊法との対照表
■に係る条文イメージ
別表第二号の規定振りについて
特に秘匿を要する情報のインターネット上への漏えいの防止について
特に秘匿を要する情報に対する標的型サイバー攻撃の防止について

秘密の指定 指定の有効期間について
秘密の管理に関係する内容の法律事項について
国務大臣以外の者が行政機関の長等である場合の当該行政機関の長等の
適性評価の実施権者について
特別秘密の取扱いが簡素な場合の適性の評価について
仮の適性評価について
特別秘密の漏えい罪と公務員法上の守秘義務違反罪との関係について
取扱業務者以外の業務者による漏えい行為を処罰対象とすることについて
特定取得行為を処罰対象とすることについて
共謀、教唆、煽動の処罰規定を設けることについて
業務による知得後、当該業務を離れ、又は退職した後に特別秘密の指定が
あった事項に係る漏えい行為に対する処罰の要否について
刑事手続上の特別秘密の取扱いに関する法務省意見について
刑事手続上の特別秘密の取扱いについて
取扱業務者と業務知得者の区別について
自由刑の上限について
国外犯処罰規定について
諸外国の秘密保全制度における適正評価手続
諸外国の秘密保全制度における主な罰則
本法における附則事項について
第6条第2項に係る警察庁作成ペーパー
本法における「外国」等の用語の取扱いについて

３回

２回

１回

条文案

立法事実

人的管理

人的管理

秘密の指定

人的管理

その他

諸外国

罰則

人的管理９回

４回

６回 人的管理



２０１３（平成２５）年６月１４日 

「秘密保全法」に関する公開アンケートについて（お願い） 

 
参議院議員通常選挙 愛知県選挙区 予定立候補者 
       様 
 

秘密保全法に反対する愛知の会 
共同代表  本    秀 紀 
同     中 谷  雄 二 

 
謹 啓 長雨の候 貴殿ますますご清祥のこととお喜び申し上げます 
 国民生活向上と国政発展をめざし、参議院議員選挙に立候補を予定されたことに
敬意を表します。 

 
 私たち「秘密保全法に反対する愛知の会」は、政府が制定を急ぐ「秘密保全法」
（正式名称は「特別秘密の保護に関する法律」もしくは「特定秘密の保護に関する
法律」となるといわれています。）について、その制定に反対し阻止することを目
指して、昨年２０１２年４月に結成された団体です。 
 私たちのこれまでの活動については、是非、ブログ（http://nohimityu.exblog.jp/）
をご覧ください。 
 
 さて、私たちは、秘密保全法について、情報公開の流れに真っ向に反するもので
あり、国民の知る権利を侵害すること、適正評価制度は国民のプライバシー権を侵
害し、思想・良心の自由をも侵害すること、憲法９条の改訂を含む「戦争のできる
国づくり」の一環であること、制定後にはマスコミの取材活動や市民活動へ著しい

萎縮的効果をもたらすことなどの問題点から、その制定に強く反対しています。 
 しかるに、秘密保全法について、前民主党政権下での国会上程には至らなかった
ものの、現自民党政権（安倍内閣）は、制定に積極的な発言を続けており、この参
議院通常選挙後にも国会上程をされかねない状況です。しかも、秘密保全法は、前
民主党政権時代から準備されてきたにもかかわらず、政府はまだ法案すら公表して
おらず、国民的議論もまったく起きていない状況です。 
 
 私たちは、秘密保全法が国政の重要課題であり、次世代につながる重要課題であ
ると考える立場から、貴殿にご質問いたします。 
 ご回答をいただき、県民に投票行動の判断材料として広く情報提供したいと考え
ております。趣旨を理解していただき、ご協力をお願いいたします。 
 なお、誠に勝手ではごさいますが、選挙日程の関係から、ご回答は本年６月２４

日(月)までに、下記当会事務局まで確実に届くようＦＡＸまたはＥメールにてお願
いいたします。 

敬 具  
記 

   「秘密保全法に反対する愛知の会」事務局 
   弁護士法人名古屋南部法律事務所（担当：弁護士 濵 嶌 将 周） 
   電 話  ０５２－６８２－３２１１ 
   ＦＡＸ  ０５２－６８１－５４７１ 
   Ｅメール hamajima@aba.ne.jp 



「秘密保全法」に関する公開アンケート 

 
 
回答者              
 
 
回答日    年   月   日 
 
 
１．現在、政府は、「秘密保全法」（「特別秘密の保護に関する法律」もしくは

「特定秘密の保護に関する法律」）の制定を目指しています。 
  同法律について、貴殿はどのようにお考えですか。以下の事項を選択し、ご回

答ください。 

 
 ① 速やかに制定すべきである。 
 
 ② 制定すべきではない。 
 
 ③ その他（                             ） 
 
 
２．上記１．に関し、 
（１）①を選択された方は、秘密保全法制定の必要性ならびに知る権利やプライバ

シー権等への配慮をどうするかについて、 
（２）②を選択された方は、秘密保全法制定の不要性および危険性について、 

（３）③を選択された方は、秘密保全法について、 
 それぞれ、お考え・ご意見をお書きください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 上  
 
 
   「秘密保全法に反対する愛知の会」事務局 宛 
     ＦＡＸ  ０５２－６８１－５４７１ 
     Ｅメール hamajima@aba.ne.jp 
 
※ご回答は本年６月２４日(月)までに、上記当会事務局までＦＡＸまたはＥメール

にてお願いいたします。 




